
PayPay カード会員規約 

旧 新 

第 1 条（会員） 

5.本会員は、当社が家族会員用に発行した本カード

（PayPay カード（PayPay 決済）（家族会員が QR コー

ド等を提示等してクレジット決済を行うことができるサービスを

いいます。））を含み、以下総称して「家族カード」といいま

す。）又は会員番号を利用して決済をした金額を、家族会

員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。 

第 1 条（会員） 

5.本会員は、当社が家族会員用に発行した本カード

（PayPay カード（PayPay 決済）（家族会員が QR コー

ド等を提示等してクレジット決済を行うことができるサービスを

いいます。）を含み、以下総称して「家族カード」といいま

す。）又は会員番号を利用して決済をした金額を、家族会

員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。 

第 22 条（カード利用の停止、会員資格取消し） 

1. 1.会員が、支払を怠る等本規約に違反し若しくは違反する

おそれがある場合、会員のカード利用状況について、換金目

的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審があると

当社が認めた場合、会員が前条の再審査に協力しない場

合、再審査の結果によりカード利用の継続が不適切であると

当社が認めた場合、会員が当社に届け出た在留期間が経

過した場合、不正被害を未然に防止する必要があると当社

が認めた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当

社は会員に通知することなく次の措置をとることができるものと

します。 

1.  

第 22 条（カード利用の停止、会員資格取消し） 

1.会員が、当社に対する支払を怠る等本規約に違反し若し

くは違反するおそれがある場合、会員のカード利用状況につ

いて、換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は

不審があると当社が認めた場合、会員が前条の再審査に協

力しない場合、再審査の結果によりカード利用の継続が不

適切であると当社が認めた場合、会員が当社に届け出た在

留期間が経過した場合、不正被害を未然に防止する必要

があると当社が認めた場合、その他当社が必要と判断した場

合には、当社は会員に通知することなく次の措置をとることが

できるものとします。会員が当社から提供を受けている他のク

レジットサービスについて本項いずれかに該当する事由が生じ

た場合も同様とします。 

2024 年 6 月 26 日 2024 年 7 月 24 日 

 

PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約（PayPay カード会員用） 

旧 新 

第 9 条（PayPay カード（PayPay 決済用）の利用停

止、本特約会員資格取消し） 

1.本特約会員が、本特約又は PayPay カード会員規約等

に違反し若しくは違反するおそれがある場合、本特約会員の 

PayPay カード（PayPay 決済用）又は PayPay カード

の利用状況について、換金目的とした商品購入の疑いがある

等不適当又は不審があると当社が認めた場合、PayPay カ

ード（PayPay 決済用）又は PayPay カードの利用の継

続が不適切であると当社が認めた場合、本特約会員が当社

に届け出た在留期間が経過した場合、本特約会員本人の

同一性に関し疑義が生じた場合、通信端末機器等の第三

者による不正利用を未然に防止する必要があると当社が認

めた場合、PayPay カードの利用が停止された場合、その他

当社が必要と判断した場合には、当社は本特約会員に通

知することなく次の措置をとることができるものとします。 

 

第 9 条（PayPay カード（PayPay 決済用）の利用停

止、本特約会員資格取消し） 

1.本特約会員が、当社に対する支払いを怠る等本特約又

は PayPay カード会員規約等に違反し若しくは違反するお

それがある場合、本特約会員の PayPay カード（PayPay 

決済用）又は PayPay カードの利用状況について、換金

目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審がある

と当社が認めた場合、PayPay カード（PayPay 決済用）

又は PayPay カードの利用の継続が不適切であると当社が

認めた場合、本特約会員が当社に届け出た在留期間が経

過した場合、本特約会員本人の同一性に関し疑義が生じた

場合、通信端末機器等の第三者による不正利用を未然に

防止する必要があると当社が認めた場合、PayPay カードの

利用が停止された場合、その他当社が必要と判断した場合

には、当社は本特約会員に通知することなく次の措置をとる

ことができるものとします。本特約会員が当社から提供を受け



ている他のクレジットサービスについて本項いずれかに該当する

事由が生じた場合も同様とします。 

2024 年 3 月 25 日 2024 年 7 月 24 日 

 

PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員規約 

旧 新 

第 22 条（カード利用の停止、会員資格取消し） 

1.会員が、支払を怠る等本規約に違反し若しくは違反する

おそれがある場合、会員のカード利用状況について、換金目

的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審があると

当社が認めた場合、会員が前条の再審査に協力しない場

合、再審査の結果によりカード利用の継続が不適切であると

当社が認めた場合、不正被害を未然に防止する必要がある

と当社が認めた場合、会員が当社に届け出た在留期間が経

過した場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は

会員に通知することなく次の措置をとることができるものとしま

す。 

（1）カードの利用断り 

（2）カードの利用停止（カードショッピングの全部又は一部

の利用停止、カードキャッシングの全部又は一部の利用停止

及びカード付帯サービス・機能の全部又は一部の利用停止

を含みます。） 

（3）加盟店等に対する当該カードの無効通知 

（4）当社が必要と認めた法的措置 

第 22 条（カード利用の停止、会員資格取消し） 

1. 1.会員が、当社に対する支払を怠る等本規約に違反し若し

くは違反するおそれがある場合、会員のカード利用状況につ

いて、換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は

不審があると当社が認めた場合、会員が前条の再審査に協

力しない場合、再審査の結果によりカード利用の継続が不

適切であると当社が認めた場合、不正被害を未然に防止す

る必要があると当社が認めた場合、会員が当社に届け出た

在留期間が経過した場合、その他当社が必要と判断した場

合には、当社は会員に通知することなく次の措置をとることが

できるものとします。会員が当社から提供を受けている他のク

レジットサービスについて本項いずれかに該当する事由が生じ

た場合も同様とします。 

（1）カードの利用断り 

（2）カードの利用停止（カードショッピングの全部又は一部

の利用停止、カードキャッシングの全部又は一部の利用停止

及びカード付帯サービス・機能の全部又は一部の利用停止

を含みます。） 

（3）加盟店等に対する当該カードの無効通知 

2. （4）当社が必要と認めた法的措置 

2024 年 6 月 26 日 202024 年 7 月 24 日 

 

PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約 

旧 新 

第 9 条（PayPay カード（PayPay 決済用）の利用停

止、本特約会員資格取消し） 

1.本特約会員が、本特約に違反し若しくは違反するおそれ

がある場合、本特約会員の PayPay カード（PayPay 決

済用）の利用状況について、換金目的とした商品購入の

疑いがある等不適当又は不審があると当社が認めた場合、

PayPay カード（PayPay 決済用）の利用の継続が不適

切であると当社が認めた場合、本特約会員が当社に届け出

第 9 条（PayPay カード（PayPay 決済用）の利用停

止、本特約会員資格取消し） 

1.本特約会員が、当社に対する支払を怠る等本特約に違

反し若しくは違反するおそれがある場合、本特約会員の

PayPay カード（PayPay 決済用）の利用状況について、

換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審が

あると当社が認めた場合、PayPay カード（PayPay 決済

用）の利用の継続が不適切であると当社が認めた場合、本



た在留期間が経過した場合、本特約会員本人の同一性に

関し疑義が生じた場合、PayPay カード（PayPay 決済

用）又は通信端末機器等の第三者による不正利用を未

然に防止する必要があると当社が認めた場合、PayPay カ

ード（旧 Yahoo! JAPAN カード）の利用が停止された場

合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は本特約

会員に通知することなく次の措置をとることができるものとしま

す。 

特約会員が当社に届け出た在留期間が経過した場合、本

特約会員本人の同一性に関し疑義が生じた場合、PayPay

カード（PayPay 決済用）又は通信端末機器等の第三者

による不正利用を未然に防止する必要があると当社が認め

た場合、PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）の利

用が停止された場合、その他当社が必要と判断した場合に

は、当社は本特約会員に通知することなく次の措置をとること

ができるものとします。本特約会員が当社から提供を受けてい

る他のクレジットサービスについて本項いずれかに該当する事

由が生じた場合も同様とします。 

2024 年 3 月 25 日 2024 年 7 月 24 日 

 

PayPay カード（PayPay 決済用）会員規約 

旧 新 

第 24 条（本サービスの利用停止、会員資格取消し） 

1.会員が、支払を怠る等本規約に違反し若しくは違反する

おそれがある場合、会員の本サービスの利用状況について、

換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審が

あると当社が認めた場合、会員が前条の再審査に協力しな

い場合、再審査の結果により本サービスの利用の継続が不

適切であると当社が認めた場合、会員本人の同一性に関し

疑義が生じた場合、本サービス又は通信端末機器等の第三

者による不正利用を未然に防止する必要があると当社が認

めた場合、会員が当社に届け出た在留期間が経過した場

合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は会員に

通知することなく次の措置をとることができるものとします。 

 

第 24 条（本サービスの利用停止、会員資格取消し） 

1.会員が、当社に対する支払を怠る等本規約に違反し若し

くは違反するおそれがある場合、会員の本サービスの利用状

況について、換金目的とした商品購入の疑いがある等不適

当又は不審があると当社が認めた場合、会員が前条の再審

査に協力しない場合、再審査の結果により本サービスの利用

の継続が不適切であると当社が認めた場合、会員本人の同

一性に関し疑義が生じた場合、本サービス又は通信端末機

器等の第三者による不正利用を未然に防止する必要がある

と当社が認めた場合、会員が当社に届け出た在留期間が経

過した場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は

会員に通知することなく次の措置をとることができるものとしま

す。会員が当社から提供を受けている他のクレジットサービス

について本項いずれかに該当する事由が生じた場合も同様と

します。 

2024 年 6 月 26 日 2024 年 7 月 24 日 

 

PayPay カード ゴールド会員特約 

旧 新 



第 8 条（会員資格） 

1. 本ゴールドカードへの入会により、PayPay カード

（PayPay 決済用）、PayPay カード及び PayPay カード

（旧 Yahoo! JAPAN カード）（付帯する ETC カード、家

族カードを含みます。）は、本ゴールドカード会員となった日が

属する月の 2 ヶ月後の末日に、退会になります。ただし、当

該期間内において本ゴールドカードが退会となった場合は、そ

の時点で退会となります。 

2. 前項にかかわらず、PayPay カード（PayPay 決済

用）、PayPay カード、PayPay カード（旧 Yahoo! 

JAPAN カード）及び本ゴールドカードについて未払債務があ

る場合、当社所定の退会手続きを行った後も、PayPay カー

ド（PayPay 決済用）、PayPay カード、PayPay カード

（旧 Yahoo! JAPAN カード）及び本ゴールドカードに関し

て生じた一切の利用代金等（当社に新たに到着した売上

情報を含みます。）について、各適用規約に基づきその支払

の責任を負い、未払債務を完済した時点で退会となります。 

第 8 条（会員資格） 

1.本ゴールドカード申込時点で PayPayカード（PayPay決

済用）、PayPay カード及び PayPay カード（旧 Yahoo! 

JAPAN カード）（付帯する ETC カード、家族カードを含み

ます。）をご利用中の会員が、本ゴールドカードへの切り替え

のお申し込みをした場合は、切り替え後の本ゴールドカードカ

ードの入会により、PayPay カード（PayPay 決済用）、

PayPay カード及び PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カ

ード）（付帯する ETC カード、家族カードを含みます。）

は、本ゴールドカード会員となった日が属する月の 2 ヶ月後の

末日に、退会になります。ただし、当該期間内において本ゴー

ルドカードが退会となった場合は、その時点で退会となります。 

2. 前項にかかわらず、PayPay カード（PayPay 決済

用）、PayPay カード、PayPay カード（旧 Yahoo! 

JAPAN カード）及び本ゴールドカードについて未払債務があ

る場合、当社所定の退会手続きを行った後も、PayPay カ

ード（PayPay 決済用）、PayPay カード、PayPay カード

（旧 Yahoo! JAPAN カード）及び本ゴールドカードに関し

て生じた一切の利用代金等（当社に新たに到着した売上

情報を含みます。）について、各適用規約に基づきその支

払の責任を負い、未払債務を完済した時点で退会となりま

す。 

3. 本ゴールドカード申込時点で PayPay カード（PayPay

決済用）、PayPay カード及び PayPay カード（旧

Yahoo! JAPAN カード）（付帯する ETC カード、家族カー

ドを含みます。）をご利用中の会員が、本ゴールドカードを追

加で発行を申し込み、当社が認めた時は、PayPay カード

（PayPay 決済用）、PayPay カード及び PayPay カード

（旧 Yahoo! JAPAN カード）（付帯する ETC カード、家

族カードを含みます。）を利用することができるものとします。 

2023 年 10 月 2 日 2024 年 7 月 24 日 

 

 

PayPay カード（PayPay 決済用）に関する遵守事項（家族会員向け） 

旧 新 

9.本サービスの利用停止、会員資格取消し 

(1)家族会員が、本遵守事項に違反し若しくは違反するおそ

れがある場合、家族会員の本サービスの利用状況について、

換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審が

あると当社が認めた場合、本サービスの利用の継続が不適切

9.本サービスの利用停止、会員資格取消し 

(1)家族会員が、本遵守事項に違反し若しくは違反するおそ

れがある場合、家族会員の本サービスの利用状況について、

換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審が

あると当社が認めた場合、本サービスの利用の継続が不適切



であると当社が認めた場合、家族会員本人の同一性に関し

疑義が生じた場合、本サービス又は通信端末機器等の第三

者による不正利用を未然に防止する必要があると当社が認

めた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は

会員に通知することなく次の措置をとることができるものとしま

す。 

 

であると当社が認めた場合、家族会員本人の同一性に関し

疑義が生じた場合、本サービス又は通信端末機器等の第三

者による不正利用を未然に防止する必要があると当社が認

めた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は

会員に通知することなく次の措置をとることができるものとしま

す。家族会員が当社から提供を受けている他のクレジットサー

ビスについて本項いずれかに該当する事由が生じた場合も同

様とします。 

2024 年 6 月 26 日 2024 年 7 月 24 日 

 

PayPay カードからソフトバンクへの個人情報の第三者提供に関する同意条項 

旧 新 

第 4 条 （同意の解除） 

会員の退会または本アカウント連携の解除により、本条項へ

の同意は失効します。 

 

第 4 条 （同意の解除） 

1.会員がカードを退会した場合、当該カードにつき本条項へ

の同意は失効します。 

2.会員が本アカウント連携を解除した場合、全てのカードにつ

き本アカウント連携が解除され、本条項への同意は失効しま

す。 

3.会員が本アカウント連携を行うカードを切り替えた場合、全

てのカードにつき本条項への同意は維持されます。 

2023年6月28日 2024 年 7 月 24 日 

 


